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１ 利子補給契約の締結 

項 目 内  容 

内  容 〔利子補給契約の締結〕 

・利子補給契約は、大家畜特別支援資金・養豚特別支援資金（通称・畜産

リノベ資金）、酪農・肉用牛担い手緊急支援資金（令和 7 年度創設）な

ど、畜産特別資金が創設された都度、締結します。 

・融資機関は、畜産特別資金の貸付けを行う前に、利子補給契約を当会と

締結する必要があります。 

・現行の大家畜・養豚特別支援資金は、令和 5 年度からの対策資金ですの

で、令和４年度までに畜産特別資金の貸付実行があり契約を締結してい

る融資機関であっても、令和５年度以降に新規貸付を行う場合には新た

に利子補給契約を締結する必要があります。 

留意事項 ・融資機関は、新規に畜産特別資金の貸付けを行う場合には、畜産特別資

金利子補給契約締結申込書及び畜産特別資金利子補給契約書について、

信農連等（※１）を経由する日数を考慮に入れて、貸付実行日より前に

当会に提出してください。 

・畜産特別資金の貸付けが当該年度はなくとも、今後に見込まれる場合に

は、契約を締結しておくこともできます。 

・契約締結済みの農協と契約締結をしていない農協が合併し、名称が契約

締結をしていない農協名となった場合には、契約している資金に応じた

様式（別紙様式第７号の１及び別紙様式第７号の１の別添２、別紙様式

第７号の２及び別紙様式第７号の２の別添２）により貸付実行状況等異

動報告書を提出する必要があります（３の（６）融資機関合併等参

照）。 

※１：要領第１の３の(３)の｢信農連等｣をいう。以下同様。 

申請様式・

申請方法 

 

様 式 様式名 方法 

別紙様式第１号の１ 畜産特別資金利子補給契約締結申込書 

(大家畜特別支援資金・養豚特別支援資金) 

 

郵送 

別紙様式第２号の１ 畜産特別資金利子補給契約書（２部） 

(大家畜特別支援資金・養豚特別支援資金) 

別紙様式第１号の２ 畜産特別資金利子補給契約締結申込書 

（酪農・肉用牛担い手緊急支援資金） 

 

郵送 

別紙様式第２号の２ 

 

畜産特別資金利子補給契約書（２部） 

（酪農・肉用牛担い手緊急支援資金） 

信農連等進達参考様式 利子補給契約締結申込書及び契約書について  郵送 

（注）別紙様式第１号及び第２号関係は、資金ごと、大家畜・養豚の別ご

とに作成してください。 
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項 目 内  容 

提出時期等 ・融資機関は、畜産特別資金の貸付けを行うまでに信農連等を経由して会

長あて提出します。（融資機関は畜産特別資金を新たに貸付実行する場

合、実行日の１０日前には当会が受理できるように信農連等を経由して申

込書及び契約書を提出してください。） 
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２ 貸付実行・貸付実行報告書の作成と提出 

（１）融資機関・貸付対象者の登録・管理～共通システム等との関係～ 

項 目 内  容 

共通システ

ムと資金利

子補給シス

テムとの関

係 

〔共通システムによる管理〕 

・利子補給には、畜産特別資金・畜産経営維持緊急支援資金・家畜飼料特

別支援資金・家畜疾病経営維持資金・畜産経営体質強化支援資金に係る

ものがあり、これらの資金の融資機関・貸付対象者は、共通システムに

より管理しています（下図参照）。 

 

 

共通システム 

 

 

 

融資機関 

・融資機関情報 

 

 

 

 

貸付対象者 

・貸付対象者情

報 

 

 

○貸付対象者情報 

 登録・修正 

 

○融資機関情報 

 登録・修正 

 

○融資機関合併 

 

○上記情報印刷 

 

 

 

 畜産特別資金利子補給システム  

・大家畜経営改善支援資金 

・大家畜特別支援資金(H20～H24) 

・養豚特別支援資金(H20～H24) 

・大家畜特別支援資金（新）(H25～H29) 

・養豚特別支援資金（新）(H25～H29) 

・畜産経営改善緊急支援資金 

・大家畜特別支援資金（改）(H30～R4) 

・養豚特別支援資金（改）(H30～R4) 

・大家畜特別支援資金(R5～R9) 

・養豚特別支援資金(R5～R9) 

・酪農・肉用牛担い手緊急支援資金 

 畜産経営維持緊急支援資金利子補給システム  

・畜産経営維持緊急支援資金 

 

 家畜飼料特別支援資金利子補給システム  

・家畜飼料特別支援資金 

 

 家畜疾病経営維持資金利子補給システム  

・家畜疾病経営維持資金（クイック融資メニュ

ーを除く） 

・クイック融資メニュー 

 

畜産経営体質強化支援資金利子補給システム  

・畜産経営体質強化支援資金 

 



4 

 

項 目 内  容 

融資機関・

貸付対象者

登録・管理

の基本的考

え方につい

て 

 

〔貸付対象者等データの蓄積・管理〕 

・当会では畜産特別資金、畜産経営維持緊急支援資金、家畜飼料特別支援

資金、家畜疾病経営維持資金及び畜産経営体質強化支援資金の貸付状況

について、共通のデータベースにより管理しています。 

・このため、上記資金の融資機関名、貸付対象者名に係る変更は、貸付表

示項目に関する変更を行うとともに、データベースに反映する必要があ

るので、報告を的確に提出してください。 

 

〔融資機関〕 

・融資機関コードは、全国銀行協会の統一金融機関コードが基本となって

います。 

・融資機関が合併した場合には、畜産特別資金等の償還が終了した場合に

あっても報告してください。 

 

〔貸付対象者〕 

・貸付対象者は、経営移譲や法人移行により貸付対象者名が変更されたと

きには、貸付対象者を変更して利子補給金受領者と整合性をもたせてく

ださい。 

 

〔融資機関・貸付対象者の登録・変更〕 

・融資機関・貸付対象者の変更等報告は、畜産特別資金融通事業実施要領

に基づき当会に提出することとなっています。 

 

〔畜産特別資金の貸付対象者登録・同一日の複数案件貸付について〕 

・畜産特別資金を貸付実行する際、貸付対象者が既往の畜産特別資金等の

借入がない新規の場合は、融資機関の貸付対象者コードと同一にしてく

ださい。この場合、貸付実行報告書とともに、貸付対象者氏名（変更）

入力票も併せ提出してください。 

・また、貸付対象者に畜産特別資金を同一貸付実行日に複数案件を貸し付

ける場合には、頭 1 桁に 1 から連番にしてください。 

例：貸付対象者コードが 000000111 のとき、同一貸付実行日に２件貸す場

合⇒1000000111・2000000111 

 

融資機関・

貸付対象者

登録・変更

の事務処理 

〔当会から信農連等・融資機関への一覧表の送付〕 

・当会は、年度当初に、信農連等に「貸付対象者別貸付残高一覧表」を送

付し、信農連等は融資機関にその写しを送付します。 
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項 目 内  容 

〔融資機関の貸付対象者登録・変更〕 

・貸付実行に際し、融資機関は貸付対象者が新規先か既往先かを「貸付対

象者別貸付残高一覧表」により確認してください。 

・新規貸付先にあっては、別紙様式第７号の１又は第７号の２の別添５

「貸付対象者氏名変更入力票」に所要項目（道府県名、融資機関名、ブ

ロック・道府県・振興局・融資機関・貸付対象者の各コード、貸付対象

者氏名）を記入し、備考欄に新規登録と記載してください。 

・また、貸付対象者が経営移譲や法人移行している場合には、別紙様式第

７号の１又は第７号の２の別添４「資金貸付対象者氏名の変更につい

て」を、貸付対象者コード変更を伴う場合には、別紙様式第７号の１又

は第７号の２の別添５「貸付対象者氏名変更入力票」を作成してくださ

い。 

・融資機関が、貸付対象者の経営移譲や法人移行等の事実を把握した際に

は、貸付対象者氏名変更、コード変更を伴う場合は貸付対象者氏名変更

入力票を作成してください。 

※貸付対象者コード変更を伴わない場合も、当該貸付対象者コードを、氏

名の後に括弧書きなどにより表示してください。 

・融資機関が合併した際、貸付残高があり利子補給契約を継承する場合に

は、別紙様式第７号の１又は第７号の２の別添２「合併に伴う利子補給

契約の承継について（通知）」を、残高がない場合には、「融資機関合併

について」（様式任意）を作成してください。 

 

〔信農連等の審査〕 

・融資機関が本資金を初めて取り扱う場合には、融資機関の登録を指導し

てください。また、融資機関が合併した際には、融資機関合併に伴う報

告の提出を指導してください。 

・融資機関から提出された貸付実行報告の進達にあたり、貸付対象者が新

規先か既往先かを「貸付対象者別貸付残高一覧表」により確認し、報告

が適切になされているか精査してください。 
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２ 貸付実行・貸付実行報告書の作成と提出 

（２）貸付実行報告書の作成と提出 

項 目 内  容 

内  容 〔貸付実行報告書の作成〕 

・大家畜（養豚）特別支援資金又は酪農・肉用牛担い手緊急支援資金の入

力エクセルファイルを、入力シート操作手順書によりダウンロードして

ください。なお、当該入力エクセルファイルは当会ホームページ（※）

からダウンロードできます。 

 ※トップ頁・支える（畜産経営の支援）→畜産特別資金に関する情報→３.畜特資金融

通事業のうち利子補給事業関係様式 

・操作手順書に沿って、原本からエクセル入力シートをパソコンにコピー

し、貸付対象者別貸付実行表、上乗せ利子補給率内訳表を作成してくだ

さい。原本をコピーする際には、必ず資金別に各年度別にファイルを作

成してください。 

 

〔貸付実行報告書作成に使うもの〕 

・【原本】入力１貸付実行表.xlsm（貸付対象者別貸付実行表） 

・【原本】入力２利子補給内訳表.xlsm（生産者団体等の上乗せ利子補給率

内訳表） 

・畜産特別資金利子補給システム 入力シート 操作手順書 

（参考） 

・畜産特別資金貸付対象者別貸付実行表の記入内容 

・畜産特別資金関係コード表 

・利子補給金計算期間、毎回償還額・利子補給金額の計算 

 

留意事項 〔融資機関〕 

１ 貸付実行報告書作成時に取り組むこと 

・操作手順書を一読して理解してから、貸付対象者別貸付実行表、上乗せ

利子補給率内訳表の作成に取り掛かるようにしてください。 

・手順書に従い、配布された原本を必ずコピーしたエクセルシートに入力

してください。貸付実行表及び利子補給率内訳表のＣＳＶファイル名を

ルールに従って入力することなどを遵守してください。 

 

２ 貸付実行報告書作成後の確認事項（必ずチェックすること） 

・貸付対象者の氏名、経営コードおよび貸付区分コードは、都道府県知事

等の承認を受けた計画の対象者、経営種類、貸付区分と整合しているこ

と。 
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項 目 内  容 

・貸付対象者は既往の畜特資金借入者か新規かどうか。既往の畜特資金借

入者で変更がある場合、提出する別紙様式第７号の１又は第７号の２の

別添５「貸付対象者氏名変更入力票」を作成していること。 

・同一対象者の貸付が同一資金・同一貸付実行日に２本以上の場合、貸付

対象者コードの頭１桁は１から連番となっていること。 

・末端負担利率には、本来負担する利率が記入されていること。 

・据置期間、償還期間は計画書、借入申込書および借用証書の年数と整合

していること。 

・毎年の償還額については千円単位となっているか、均等償還額計算で生

じた千円未満の端数は初回に加算されていること。 

・借用証書の借用金額を知事の貸付承認額と同額として貸付実行したもの

の、不要額が生じた（＝借換額が貸付実行額を下回った）場合、提出す

る別紙様式第７号の１又は第７号の２の別添１「貸付実行状況等異動報

告書」を作成していること。 

・上乗せ利子補給率について、機関ごとの上乗せ利子補給率は正しいこ

と。 

 

３ 当会が送付する様式第４号の１又は第４号の２「償還計画額・利子補

給額計算書」の確認 

 融資機関から提出された貸付実行報告書により作成し送付する「償還

計画額・利子補給額計算書」と融資機関の貸付条件の整合性を次の項目

について、借用証書、融資機関が作成した償還計画表により確認するこ

と。 

・出力２－１の氏名等に係る整合性 

確認項目：貸付対象者氏名、貸付対象者コード、経営の種類 

・出力２－１の償還計画額に係る整合性 

確認項目：貸付実行額、据置期間、償還期間、均等償還額、均等償還額

算出時の端数金額の初回への加算、毎年度期首貸付残高 

・出力２－２の利子補給額に係る整合性 

確認項目：経営の種類別・合計の毎年度利子補給額 

◎融資機関は、３の「償還計画額・利子補給額計算書」の確認・相違時の

是正措置をした時点で貸付実行・貸付実行報告書の提出が完結します。 

 

〔信農連等〕 

・融資機関の２の各項目について、融資機関からの報告を道府県知事等か

らの承認通知等によりチェックし、不備がある項目について融資機関が

修正するよう指導してください。 

 



8 

 

項 目 内  容 

申請様

式・申請

方法 

 

様式 様式名 方法 

別紙様式第３号の１ 畜産特別資金貸付実行状況報告書（※） 

（大家畜特別支援資金・養豚特別支援資金） 
郵送 

〃 の別表１ 貸付対象者別貸付実行表（エクセルデータ）  

（大家畜特別支援資金・養豚特別支援資金） 電子データを

メール報告 〃 の別表２ 生産者団体等の上乗せ利子補給率等内訳表 

（大家畜特別支援資金・養豚特別支援資金） 

別紙様式第３号の２ 

 

畜産特別資金貸付実行状況報告書（※） 

（酪農・肉用牛担い手緊急支援資金）  

郵送  

〃 の別表１ 貸付対象者別貸付実行表（エクセルデータ）  

（酪農・肉用牛担い手緊急支援資金） 

 

電子データを

メール報告 〃 の別表２ 生産者団体等の上乗せ利子補給率等内訳表 

（酪農・肉用牛担い手緊急支援資金） 

－ 返済計画表（貸付条件、償還計画表） 郵送 

 

・入力データのチェックを行うため、ＣＳＶ（出力）データではなく、入

力したエクセルファイルのまま提出してください。 

・ＣＳＶ出力は、本会で行います。 

・貸付対象者が、新規あるいは変更がある場合は、別紙様式第７号の１又

は第７号の２の別添５「貸付対象者変更入力表Ⅰ」を添付してくださ

い。 

・返済計画表を必ず添付してください。 

 

提出時期等 ・融資機関は、畜産特別資金の貸付日の翌月(貸付日が休日の関係で翌月

になった場合は当月)末日までに貸付実行報告書及び電子データを信農

連等経由で会長あて提出してください。 

※信農連等は融資機関報告を別紙様式第 14 号の１又は第 14 号の２により

当会あて提出してください。 
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【参考１】畜産特別資金貸付対象者別貸付実行表の記入内容 

（様式第３号－１の別表１又は様式第３号－２の別表１） 

項 目 記 入 内 容 備 考 

・タイトル ・貸付対象者別貸付実行表の（ ）に「令和８」を記入。  

【キーコード部】  

 

 

１資金名 ・様式第３号－１の別表１は、「大家畜特別支援資金」（令和５～９

年度）または「養豚特別支援資金」（令和５～９年度）を記入。 

・様式第３号－２の別表１は、「酪農・肉用牛担い手緊急支援資金」

を記入。 

選択 

２データ区分 ・様式第３号－１の別表１又は第３号－２の別表１は、「１１」を記

入。 

固定 

３ブロック 

 

・北海道～沖縄の該当ブロックを記入（後掲コード表参照）。 

 

選択 

４都道府県 

 

・都道府県を記入（後掲コード表参照）。 

 

選択 

５北海道振興局 ・総合振興局・振興局を記入 

（北海道のみ、後掲コード表参照）。 

選択 

６融資機関コ

ード 

・中央畜産会に登録済の融資機関コードを数値で記入。 

 

 

７融資機関名

称 

・融資機関名称は漢字等により記入。 

 

 

８利子補給金

計算期間 

・１２月型または応当日型を記入。 

 

選択 

９貸付実行年

月日 

・貸付実行年月日を「西暦/月/日」（例：2026/11/30）により記

入。 

 

10 約定償還

日 

・日付を「月/日」（例：11/29）により記入。  

【データ部】   

１処理区分 ・当初貸付（＝貸付実行）時は記入不要。 

 

 

２貸付対象者

コード 

・貸付対象者コードを数値で記入。頭１桁は基本は０（ゼロ）

とし、同一貸付実行日に複数案件がある場合のみ、頭１桁に

１から連番を記入。次年度以降も同一コードを使用。 

 

３貸付対象者

氏名 

・貸付対象者を漢字等により１６文字以内で記入。株式会社、

農事組合法人等の場合は名称の前に、株）、農）等を記入。 

 

４経営の種類

コード 

・該当するコード（酪農、肉用牛肥育等）を記入 

（後掲コード表を参照のこと） 
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項 目 記 入 内 容 備 考 

５現地確認頭

数 

・飼養頭数現地確認書により飼養合計頭数または換算頭数を 

 記入。 

 

６貸付区分コ

ード 

・該当するコード（一般、特認等）を記入。 

（コード表参照） 

 

７知事等貸付

承認額 

・当該年度の知事等の貸付承認額を記入。 

 

 

８貸付実行額 ・当該年度の貸付実行額を記入。 

 

 

９貸付対象者

負担利率 

・貸付対象者負担利率を記入。 

 

 

10 中央畜産

会利子補給率 

・中央畜産会利子補給率を記入。 

 

 

11 生産者団体等利子補

給率・経営改善一般 

・生産者団体等利子補給率・経営改善一般を少数点以下３位ま

で記入。 

 

12 生産者団体等利子補

給率・経営改善特認 

・生産者団体等利子補給率・経営改善特認を少数点以下３位ま

で記入。 

 

13 生産者団体等利子補

給率・経営継承 

・生産者団体等利子補給率・経営継承を少数点以下３位まで記

入。 

 

14 貸付金利

計 

・貸付金利の合計を記入。 自動計算  

15 償還期間 

 

・据置期間を含む償還年数を記入。  

16 据置期間 

 

・据置期間を年単位で記入。  

17 他の畜産

特別資金の借

入 

・他の畜産特別資金の借入の有無について有りの場合「１」を、無

しの場合「０」または「空白」とする。 

 

18 貸付実行額の

うち残高借換額 

・貸付実行額のうち残高借換した額を記入。  

19 備考 

 

  

【その他】 

・２枚以上の

場合 

・各表ごとにキーコード部を必ず記入するとともに、小計を入

れ最後の表には合計を記入。貸付金利は最終枚目の合計欄に

最高と最低を記入。 
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【参考２】畜産特別資金関係コード表 

１ ブロックコード及び都道府県コード 

ブロック名 

ﾌﾞﾛｯｸ 

コード 

番号 

都道府県名 

都道府県 

コード

番号 

ブロック名 

ﾌﾞﾛｯｸ 

コード 

番号 

都道府県名 

都道府県 

コード

番号 

北海道 １ 北海道 ０１ 近 畿 ６ 滋賀県 ２５  

東 北 ２ 青森県 ０２   京都府 ２６  

  岩手県 ０３   大阪府 ２７  

  宮城県 ０４   兵庫県 ２８  

  秋田県 ０５   奈良県 ２９  

  山形県 ０６   和歌山県 ３０  

  福島県 ０７ 中国・四国 ７ 鳥取県 ３１  

関 東 ３ 茨城県 ０８   島根県 ３２  

  栃木県 ０９   岡山県 ３３  

  群馬県 １０   広島県 ３４  

  埼玉県 １１   山口県 ３５  

  千葉県 １２   徳島県 ３６  

  東京都 １３   香川県 ３７  

  神奈川県 １４   愛媛県 ３８  

  山梨県 １９   高知県 ３９  

  長野県 ２０ 九 州 ８ 福岡県 ４０  

  静岡県 ２２   佐賀県 ４１  

北 陸 ４ 新潟県 １５   長崎県 ４２  

  富山県 １６   熊本県 ４３  

  石川県 １７   大分県 ４４  

  福井県 １８   宮崎県 ４５  

東 海 ５ 岐阜県 ２１   鹿児島県 ４６  

  愛知県 ２３ 沖 縄 ９ 沖縄県 ４７  

  三重県 ２４     

 

２ 総合振興局・振興局コード（北海道） 

振興局名 コード番号 振興局名 コード番号 振興局名 コード番号 

石 狩 ０１ 渡 島 ０６ 根 室 １１ 

空知総合 ０２ 胆 振 ０７ オホーツク総合 １２ 

上川総合 ０３ 日 高 ０８ 宗谷総合 １３ 

後 志 ０４ 十勝総合 ０９ 留 萌 １４ 

檜 山 ０５ 釧路総合 １０   
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３ 利子補給金計算期間コード 

貸付区分 コード番号 

１２月型 １ 

応当日型 ２ 

 

４ 経営の種類コード 

（１）大家畜   （２）養豚  

経営の種類 コード番号  経営の種類 コード番号 

酪農経営 １０  繁殖経営 ３１ 

肉用牛繁殖経営 ２１  一貫経営 ３２ 

肉専用種肥育経営（一貫含

む） 
２２  肥育経営 ３３ 

乳用種肥育経営 ２３ 
   

乳用種哺育育成経営  ２４ 

 

５ 大家畜・養豚特別支援資金の貸付区分コード 

貸付区分 コード番号 

経営改善一般 １ 

経営改善特認 ２ 

経営継承 ３ 

残高借換 ４ 

※改善緊急支援資金の貸付区分コードは「１」です。 

 

６ 異動理由 

コード １ ２ ３ ４ ５ ６ 

繰上償還 

理由 

借換 

（畜特） 

借換 

(農協等) 

全償請求 

代位弁済 

資産処分 

（経営継

続） 

資産処分 

（経営中

止） 

期限利益 

喪失登録 

※異動理由が代位弁済（３）の場合、基金協会の融資機関に対する保証履行通知、営農継

続を示す資料（売上精算書等）を併せ提出すること。 
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【参考３】利子補給金計算期間、毎回償還額・利子補給金額の計算 

項 目 内  容 

利子補給金 

計算期間 

〔利子補給金計算期間〕 

・利子補給金は、貸付資金ごとに毎年１回交付しますが、この利子補給

金の計算期間の基礎となる期間が「利子補給金計算期間」で、その始

期と終期の区別により応当日型と１２月型の２つに分かれます。 

 

【応当日型】 

・毎年度、貸付応当日から翌年度の貸付応当日の前日までが計算期間と

なります。 

・また、貸付応当日の前日以外の日を約定償還日と定めている県にあっ

ては、当該約定日の翌日から翌年度の約定償還日までが計算期間とな

ります。ただし、初年度は、貸付実行日から翌年度の約定償還日まで

が計算期間となります。 

 

【１２月型】 

・毎年、１月１日から１２月３１日までが計算期間となります。ただ

し、初年度（貸付実行年）は、貸付実行日からその年の１２月３１日

まで、また、最終年度は最終年の１月１日からその年の貸付応当日の

前日（貸付応当日の前日以外の日を約定償還日に定めた時は当該約定

償還日）までとなります。 

 

留意事項 ・利子補給計算期間が貸付年度、融資機関ごとに区々になることは、利子補

給金関係事務が繁雑になりますので、これを回避する観点から関係機関が

協議して利子補給請求方式（12 月型又は応当日型）と約定償還日を統一す

ることが望ましいと考えます。 

・例えば、約定償還日は原則として貸付応当日の前日となりますが、各年度

の貸付実行日を 11 月 30 日としている場合であって、営業日との関係で 12

月 1 日以降の貸付実行日になった場合にあっても、約定償還日を 1 年以内

の 11 月 29 日に設定するような方法が考えられます。 

・この場合の応当日型の計算期間は、上記【応当日型】の 2 ポツにあるよう

に、初年度は貸付実行日から約定償還日まで、翌年度以降は約定償還日の

翌日から次の約定償還日までが計算期間となります。 
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R9.11.29

R9.12.31

初年度
利子補給期間

R10.11.30

R8.11.30

貸付実行 償還日

２年度
利子補給期間

３年度
利子補給期間

償還日

以降、順次
１年繰り下げ

償還日

終期

３年度

終期 R8.12.31

R8.11.30 R8.12.31 R9.12.31 R10.12.31

貸付実行

以降、順次
１年繰り下げ

初年度
利子補給期間

２年度
利子補給期間

３年度
利子補給期間

初年度 ３年度

R11.11.29

始期 R9.11.30

R10.11.29

２年度

始期

終期

始期

終期

R8.11.30

終期 R9.11.29

利子補給計算期間例

R8.11.30 約定償還日 毎年11月29日

【応当日型】：利子補給終期日＝償還日

貸付実行日

R9.11.29 R10.11.29 R11.11.29

終期

【１２月型】：利子補給終期日＝１２月３１日

償還日 償還日

R10.1.1

R10.11.29

R10.12.31

始期 R8.11.30 始期 始期

初年度 ２年度

R9.1.1
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項 目 内  容 

償還回数 

 

 

毎回償還回

数の算出 

〔償還回数〕 

・償還回数 ＝ 償還期間 － 据置期間 

 

〔毎回償還額の償還方法〕 

１ 元金均等償還 

２ 約定償還は年１回（年賦償還） 

３ １の均等償還額に千円未満の端数がある時はこれを切り捨てて初年

度の償還額に加算する。 

４ また、繰上償還があった場合は、繰上償還日の翌日の貸付残高につ

いて上記に準じて処理することとしており、それぞれ次の算式による

金額（その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨て初年度の

償還額に加算する。）を毎年度の償還額とします。 

 

 

貸付額 償還期間 据置期間

50,000,000 15 3

年度
返済
回数

期首残高 償還額 償還後残高

R9 50,000,000 0 50,000,000

R10 50,000,000 0 50,000,000

R11 50,000,000 0 50,000,000

R12 1 50,000,000 4,174,000 45,826,000

R13 2 45,826,000 4,166,000 41,660,000

R14 3 41,660,000 4,166,000 37,494,000

～ ～ ～ ～ ～

R22 11 8,332,000 4,166,000 4,166,000

R23 12 4,166,000 4,166,000 0

R8.11.30

貸付実行時の計算例

貸付実行日

繰上償還額 償還期間 据置期間

10,000,000 15 3

年度
返済
回数

繰上償還額 償還額 償還後残高

R9 50,000,000

R10 50,000,000

R11 50,000,000

R12 1 4,174,000 45,826,000

R13 2 4,166,000 41,660,000

R14 3 10,000,000 3,166,000 28,494,000

R15 4 3,166,000 25,328,000

～ ～ ～ ～ ～

R23 12 3,166,000 0

50,000,000 R14.3.30

一部繰上償還時の計算例

貸付残高 繰上償還日

期首残高

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

45,826,000

41,660,000

28,494,000

3,166,000

～
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項 目 内  容 

利子補給額

の算出 

〔利子補給額の算出〕 

１ 融資機関の利子補給額は、各利子補給金計算期間別に（例えば大家

畜・養豚特別支援資金の場合は借入者の経営の種類及び貸付区分（一

般、特認、残高借換及び経営継承）ごとに）貸付平均残高を算出し、

その額に当該利子補給率を乗じた額（円未満切捨）の合計額が各年度

の利子補給額となります。 

２ 貸付平均残高は、利子補給金計算期間中の貸付残高の総和を平年、

閏年とも３６５で除した額です。また、この場合、融資機関で約定償

還金が延滞していても償還されたものとして利子補給額を計算しま

す。なお、閏年の貸付残高の総和は３６６日の計算となります。 

３ 貸付平均残高の計算基礎とする貸付残高は次の（１）から（６）に

より計算します。 

（１）約定償還額は、約定償還日に借入者から償還されていない場合

も、約定償還日に償還されたものとして算出します。 

（２）約定償還日及び繰上償還日当日の貸付残高は、償還前の残高とな

ります。 

（３）約定償還日が国民の祝日、日曜日その他の休日となった場合、民

法第４１２条の規定では、翌営業日の償還でよいことになっていま

すが、利子補給金の計算上は、約定償還日に償還があったものとし

て算出します。 

（４）対象外貸付額は、貸付当初から貸付がなかったものとして貸付実

行日からその額を減額します。 

（５）経営を中止した場合は、経営中止日の翌日から利子補給金の交付

を停止するので経営中止日の貸付残高で利子補給金額を計算しま

す。なお、継続確認申請を提出して承認を受けた場合は、引き続き

利子補給金の交付対象になります。 

（６）計画の承認の取り消しの場合は、取消認定日から利子補給金の交

付を停止するので取消認定日の前日までの利子補給金を計算し、取

消認定日以降は交付しない取り扱いとなります。 
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項 目 内  容 

〔貸付実行時の計算例による利子補給額の算出〕 

貸付実行額 
貸付 

実行日 

償還期間 

（うち据置期間） 

約定 

償還日 

50,000 千円 R8.11.30 15 年（3 年） 11.29 

（注）貸付区分；特認、利子補給率；1.01% 

※上述の例は、融資機関の取扱いが１件の場合です。取扱いが複数ある

場合には、複数件の合計に対して積数を算出し、それに利子補給率を

乗じて、利子補給額を算出します。 

 

〔応当日型の場合〕 

・R8.11.30 実行に係る R8.11.30～R9.11.29 間の利子補給請求は R10 年 1

月提出（請求期限：R10.1.31） 

利子補給額＝積数（期首残高×始期～終期迄日数）×利子補給率÷365 

 506,383 円＝50,000 千円×366×1.01%÷365（閏年） 

 505,000 円＝50,000 千円×365×1.01%÷365（平年） 

 

〔１２月型の場合〕 

・R8.11.30 実行に係る R8.11.30～R8.12.31 間の利子補給請求書は R9 年

2 月提出（請求期限：R9.2.28） 

 利子補給金＝積数（期首残高×始期～終期迄日数）×利子補給率÷365 

 44,273 円＝50,000 千円×32×1.01%÷365（当年度） 

（利子補給計算期間は 11 月 30 日～12 月 31 日） 

（翌年以降） 

（閏年） 

 506,383 円＝ 

50,000 千円×334＝16,700,000 千円 

18,300,000 千円×1.01%÷365 

50,000 千円× 32＝ 1,600,000 千円 

（平年） 

 505,000 円＝ 

50,000 千円×333＝16,650,000 千円 

18,250,000 千円×1.01%÷365 

50,000 千円× 32＝ 1,600,000 千円 

 利子補給計算期間は 1 月 1 日から 12 月 31 日 

 よって、期間中に約定償還が入る 

 ※最終年度は 1 月 1 日から 11 月 29 日 
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50,000千円 R8.11.30 15年（3年） 11.29 特認 1.01%

利子補給額の算出例

貸付実行額 貸付実行日
償還期間

（うち据置期間）
約定償還日 貸付区分 利子補給率

利子補給額
R8.11.30 50,000 千円 50,000 千円

【応当日型の場合】

回数 実行日・約定日 貸付実行額 約定償還額 貸付残高

505,000
2 R10.11.29 千円 50,000 千円 506,383
1 R9.11.29 千円 50,000 千円

505,000
4 R12.11.29 4,174 千円 45,826 千円 505,000
3 R11.11.29 千円 50,000 千円

462,842
6 R14.11.29 4,166 千円 37,494 千円 421,918
5 R13.11.29 4,166 千円 41,660 千円

378,689
8 R16.11.29 4,166 千円 29,162 千円 336,612
7 R15.11.29 4,166 千円 33,328 千円

294,536
10 R18.11.29 4,166 千円 20,830 千円 253,151
9 R17.11.29 4,166 千円 24,996 千円

210,383
12 R20.11.29 4,166 千円 12,498 千円 168,306
11 R19.11.29 4,166 千円 16,664 千円

126,229
14 R22.11.29 4,166 千円 4,166 千円 84,383
13 R21.11.29 4,166 千円 8,332 千円

42,076

【１２月型の場合】

回数 実行日・約定日 貸付実行額 約定償還額 貸付残高 利子補給額

15 R23.11.29 4,166 千円 0 千円

44,273
1 R9.11.29 千円 50,000 千円 505,000

R8.11.30 50,000 千円 50,000 千円

506,383
3 R11.11.29 千円 50,000 千円 505,000
2 R10.11.29 千円 50,000 千円

501,304
5 R13.11.29 4,166 千円 41,660 千円 459,153
4 R12.11.29 4,174 千円 45,826 千円

418,229
7 R15.11.29 4,166 千円 33,328 千円 375,000
6 R14.11.29 4,166 千円 37,494 千円

9 R17.11.29 4,166 千円 24,996 千円 290,847
8 R16.11.29 4,166 千円 29,162 千円

11 R19.11.29 4,166 千円 16,664 千円 206,694
10 R18.11.29 4,166 千円 20,830 千円

13 R21.11.29 4,166 千円 8,332 千円 122,540
12 R20.11.29 4,166 千円 12,498 千円

15 R23.11.29 4,166 千円 0 千円 38,387
14 R22.11.29 4,166 千円 4,166 千円

円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円

円
円
円
円

円
円

※R10,R14,R18,R22は閏年

円
円

円
円
円
円
円
円

80,694

164,617

249,462

332,923
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３ 貸付実行状況等異動報告書の作成と提出 

（１）報告の種類、期限の利益喪失の取扱い 

項 目 内  容 

内  容 〔期限の利益を喪失させた場合に係る異動報告の取扱い〕 

・融資機関が借入者に対して期限の利益を喪失させた場合に係る異動報告

の取扱いについて、期限の利益喪失、経営中止等との関係を時間軸で示

すと下表のようになります。 

 

〔期限の利益喪失に係る貸付実行状況等異動報告書の作成〕 

・融資機関が借入者に全額繰上償還請求して期限の利益を喪失させた場合

は、期限の利益喪失日を異動日とする報告を作成してください。 

 

 

 

 

  

期限利益喪失
△ △ △

R7.12.31 R8.5.10 R8.8.10

⇒

⇒△ △

資産処分代金
による

全額繰上償還
R7.12.31 R8.5.10 R8.8.10

△

期限利益喪失 経営中止

資産処分代金による
全額繰上償還

経営中止

資産処分代金による
全額繰上償還

期限利益喪失
△ △ △

R7.12.31 R8.5.10 R8.7.20

⇒

R7.12.31 R8.3.21 R8.6.10

経営中止 期限利益喪失

利子補給
中止事由の発生

⇒ 経営中止
△ △ △
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項 目 内  容 

留意事項 ・利子補給金を適正に交付するためには、利子補給対象期間を明確にする

必要がありますので、期限利益喪失、経営中止等は時間軸からみて適用

するものを的確に把握して異動報告を提出するよう、特にご留意くださ

い。 

・全額繰上償還請求に伴う期限利益喪失に係る異動報告の繰上償還コード

は「６」です（12 頁参照）。 

根 拠 １ 利子補給金の計算対象貸付残高については、 

①   約定償還分については、約定償還日に償還されていない場合も、

約定償還日に償還されたものとして翌日の貸付残高から減額する 

② 繰上償還については、繰上償還された日の翌日の貸付残高から減額

する 

 こととなっており、融資機関が期限の利益を喪失させた場合において

は、これら扱いに準じることとして、期限の利益喪失日の翌日から当該

分について利子補給しないことを明確にするものです。 

 

２ したがって、異動報告の異動発生年月日を期限の利益喪失日とするこ

ととし、これに伴う利子補給額異動修正計算表においては、その翌日か

ら当該分が除外されることとなります。 

 

報告様

式・ 

報告方法 

 

 
 

様 式 様式名 方法 

別紙様式第７号 

の１又は第７号 

の２ 

畜産特別資金貸付実行状況等異動報告書 

（全額繰上償還請求期限（＝期限到来日）を示

す資料添付（催告書写し、証書貸付金取引履歴

照会〔期限利益喪失登録起算日を示すものな

ど〕、期限利益喪失時点で経営を行っていたこと

を証明する資料等） 

郵送 

〃 の別添１ 資金貸付実行状況等異動表 

提出時期 ・融資機関は、異動が生じた都度、速やかに異動報告書及び別添１の異動

表を作成し、信農連等を経由して会長あて提出、利子補給金額修正分は

利子補給請求書提出期限の３０日前までに中央畜産会に到着するよう提

出してください。 

・信農連等は融資機関報告を公文により会長あて提出してください。 

 

 

 

 



21 

 

３ 貸付実行状況等異動報告書の作成と提出 

（２）繰上償還 

項 目 内  容 

内  容  〔貸付実行状況等異動報告書の作成〕 

・繰上償還がなされた場合、その後の約定償還は、繰上償還日の翌日の貸

付残高を残存約定償還回数で除して、新たに償還計画額及び利子補給額

を設定します（別表参照） 

・貸付実行状況等異動表の備考欄に、内入れの場合は「内入れ」と、早期

償還の場合は「早期償還」と、繰上償還に併せて償還期間の短縮を行う

場合は「期間短縮〇年」と各々記入してください。 

・約定償還日に約定償還と繰上償還を併せて行った場合の処理は、約定償

還の処理後に、約定償還後の貸付残高について繰上償還の異動処理を行

います。異動報告書の繰上償還額は、当該約定償還日の償還額（約定償

還額と繰上償還額との合計額）ではなく、繰上償還額のみを計上してく

ださい。 

・令和８年度の貸付けに係る借換対象となる畜産特別資金の負債について

は、貸付実行後、貸付実行状況等異動報告書を速やかに提出してくださ

い。 

・異動理由が資金余剰以外の場合には、繰上償還のその他欄に【参考２】

の６の中から該当するコードを記入してください（12 頁参照）。 

 

 
 

【参考】 

○繰上償還⇔約定償還以外の任意の償還（全額・一部） 

○内入れ ⇔約定償還額の全額または一部に係る約定償還日前の償還 

     （期日前償還） 

○早期償還⇔当年度及び次年度以降分の約定償還額の全額または一部 

      に係る償還（当年度及び次年度以降分の期日前償還） 

（注）繰上償還、内入れ、早期償還については、次頁を参照してくだ

さい。 

留意事項  ・償還金が約定償還額の内入れなどであるものを単に繰上償還として異動

報告書を提出すると、借入者は当該約定償還日に内入額のほかに、新た

に設定された約定償還額を償還することとなりますので、一部繰上償

還、内入れ、早期償還かを借入者の意向を的確に反映して報告するよ

う、特にご留意ください。 

・償還期間の短縮については、繰上償還額を約定償還額で除して短縮年を

算出しますので繰上償還額は約定償還額を上回る必要があります。な

お、当該金額充当後の貸付残高を短縮後の残存約定償還回数で除して新

しい約定償還額（均等償還額）を設定します。 
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項 目 内  容 

・繰上償還にあっては、繰上償還後の返済計画表を必ず添付してくださ

い。 

・協会代弁による全額繰上償還にあっては、借入者の牛の飼養状況を確認

したうえ、飼養の場合は代弁履行日に全償となるので、異動報告に協会

の代弁履行通知、借入者の生乳又は肉牛出荷を確認できるものを添付し

てください。※飼養無の場合、経営中止処理とします。 

報告様

式・ 

報告方法 

 

様 式 様 式 名 方法 

別紙様式第７号 

の１又は第７号 

の２ 

畜産特別資金貸付実行状況等異動報告書 

（繰上償還日、繰上償還額、繰上償還前後の貸付

金残高が把握できる資料〔証書貸付金照会 取引

履歴照会など〕を添付） 

（全額繰上償還以外の繰上償還にあっては、繰上

償還後の返済計画表を添付すること） 

 

 

 

郵送 

〃 の別添１ 資金貸付実行状況等異動表 
 

提出時期 ・融資機関は、異動が生じた都度、信農連等を経由して速やかに異動報告

書及び別添１の異動表を会長あて提出、利子補給金額修正分は利子補給

請求書提出期限の３０日前までに中央畜産会に到着するよう提出してく

ださい。 

・信農連等は融資機関報告を公文により会長あて提出してください。 

 

 

【参考】繰上償還、内入れ、早期償還 

区 分 内 容 
参 考 

(処理後の約定償還額) 

繰上償還 
約定償還額とは別に資金余剰等を充て繰り上げて償

還するもの 
約定償還額が変更 

内入れ 
約定償還額の全額または一部を当年度期日までに償

還するもの 
約定償還額に変更無 

早期償還 
次年度以降の償還額分も早期に繰り上げて償還する

もの。ただし、償還期間が短縮されるものではない 
約定償還額に変更無 

 ※繰上償還の中には、償還期間を短縮するものも含まれます。 
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例） 

貸付実行日 R7.11.30 貸付実行額 10,000 千円 約定償還額 2,000 千円 

償還期間 5 年 約定償還日 11.29 

⇒R8.10.10 に 3,000 千円償還があった場合の毎年度約定償還額は次のとおりとなりま

す。                              （単位；千円） 

区 分 R8.11.29 R9.11.29 R10.11.29 R11.11.29 R12.11.29 

繰上償還（注１） 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

内入れ （注２） 処理不能     

早期償還（注３）     0 1,000 2,000 2,000 2,000 

（注１）一部繰上償還（3,000 千円）処理後に再計算し毎年度約定償還額は 1,400 千円とな

ります。［(10,000 千円-3,000 千円)÷5 年＝1,400 千円］ 

（注２）償還額 3,000 千円は約定償還額を超えているので、内入れ処理はできません。内入

れ処理は約定償還額の範囲内となります。この例では 2,000 千円まで可能です。 

（注３）R8.10.10 に R8.11.29 分、R9.11.29 分の一部が入金されていますので、R8.11.29 の

約定償還額はゼロ、R9.11.29 は 1,000 千円、R10.11.29 以降は 2,000 千円となりま

す。早期償還は最終年度分まで可能ですが、全て早期償還すると全額繰上償還と同じ

ことになります。 

 

※

【別表】
繰上償還（約定償還以外の任意の償還）の例

貸付実行額 貸付実行日
償還期間

(うち据置期間)
約定償還日 貸付区分 繰上償還日 繰上償還額

500千円8,000千円 R8.11.30 15年（3年） 11.29 特認 R12.1.10

千円

8,000 千円

回数 実行日・約定日 貸付実行額
当初 繰上償還後

約定償還額 貸付残高 約定償還額 貸付残高

千円

1 R9.11.29 千円 8,000 千円 千円

R8.11.30 8,000千円 8,000

千円

3 R11.11.29 千円 8,000 千円 千円 8,000 千円

2 R10.11.29 千円 8,000 千円 千円 8,000

8,000

千円

5 R13.11.29 666 千円 6,660 千円 625 千円 6,250 千円

4 R12.11.29 674 千円 7,326 千円 625 千円 6,875

千円

7 R15.11.29 666 千円 5,328 千円 625 千円 5,000 千円

6 R14.11.29 666 千円 5,994 千円 625 千円 5,625

千円

9 R17.11.29 666 千円 3,996 千円 625 千円 3,750 千円

8 R16.11.29 666 千円 4,662 千円 625 千円 4,375

千円

11 R19.11.29 666 千円 2,664 千円 625 千円 2,500 千円

10 R18.11.29 666 千円 3,330 千円 625 千円 3,125

　償還後の貸付残高を繰上償還以降に到来する約定償還回数で除した額（千円未満の端数を
生じる場合には、その端数金額をその初年度に加算する｡）が、繰上償還後の約定償還額と
なる。
　なお、この例において、R12.1.10の繰上償還が約定償還の内入れであるのに、繰上償還と
して異動報告書を提出すると、R12.11.29の約定日の償還額は内入れを控除した残額(174千
円)の償還とならず、約定償還額は上で示した 625千円の償還となるので、内入れか繰上償
還かを充分確認してください。

２．繰上償還時

千円

13 R21.11.29 666 千円 1,332 千円 625 千円 1,250 千円

12 R20.11.29 666 千円 1,998 千円 625 千円 1,875

　貸付実行額を償還回数で除した額（千円未満の端数を生じる場合には、その端数金額をそ
の初年度に加算する。）が年度ごとの均等償還額となる。

千円

１．貸付実行時

625 千円

15 R23.11.29 666 千円 0 千円 625 千円

14 R22.11.29 666 千円 666 千円 625 千円

0

千円500繰上 R12.1.10 千円 8,000 千円 千円 7,500
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３ 貸付実行状況等異動報告書の作成と提出 

（３）経営中止等 

項 目 内  容 

内 容 〔貸付実行状況等異動報告書・借入者経営中止状況報告書の作成〕 

 経営中止があった場合の異動報告書は、「借入者経営中止状況報告書」

の継続確認申請の有無により、次のとおり提出することとなります。 

 

○継続確認申請がない場合 

・経営中止日が異動発生日となり、以後の利子補給金は交付停止されます

ので、借入者経営中止状況報告書の継続確認申請欄に「無」と記して異

動報告書とともに提出します。 

・経営中止日がわかる資料（生乳、肉牛の売上に係る精算書等で中止日が

わかるもの）を添付してください。 

 

○継続確認申請がある場合 

・経営中止があった場合、融資機関は、借入者経営中止状況報告書に継続

確認申請欄に「有」と記入して利子補給継続確認申請書とともに信農連

等を通して県に提出し、確認を受けます。また、県は継続確認申請を承

認したときには、承認したことを中央畜産会に通知します。 

  なお、当面、継続確認申請がある場合であっても、利子補給事務の適

正化を図る観点から、経営を中止した際には速やかに「借入者経営中止

状況報告書」等を当会に提出してください。 

・この場合の利子補給継続確認申請事由が「経営主の事故等の不測の事態

の発生により経営中止せざるを得ない場合」あるいは「経営の転換によ

り経営の安定を図ろうとする場合」は、経営中止日の翌年の経営中止応

当日まで、「資産を処分し借入金の返済に充てる場合」は、営農に係る

資産の最終処分の日（経営中止日の翌年の経営中止応当日までが限度）

まで、それぞれ利子補給金の交付が認められます。申請事由により「経

営中止日の翌年の経営中止応当日」または「営農に係る資産の最終処分

の日」のいずれかが異動発生日になります。 

・この異動発生日が到来した時は、異動報告書、別添１の異動表に加え、

「継続確認申請書の写し」、「利子補給金の交付停止日の到来について」

及び「資産処分に係る契約書等、償還額、入金日がわかるもの（資産処

分等の場合）」を添付して当会に速やかに提出してください。 

 

留意事項 ・継続確認申請は、上記のとおり社会通念上から妥当と判断されるものに

適用されることに留意してください。 
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項 目 内  容 

提出様式・

報告方法 

【継続確認申請がない場合】 

様 式 様 式 名 方法 

別紙様式第６号 

の１又は第６号

の２ 

畜産特別資金借入者経営中止状況報告書 

（経営中止日を証明する資料、経営中止日に

おける証書貸付金取引履歴照会を添付） 

 

 

 

郵送 別紙様式第７号の

１又は第７号の２ 

畜産特別資金貸付実行状況等異動報告書 

〃 の別添１ 資金貸付実行状況等異動表 

 

【継続確認申請がある場合】 

１ 経営中止時点 

様 式 様 式 名 方法 

別紙様式第６号

の１又は第６号

の２ 

畜産特別資金借入者経営中止状況報告書 

（経営中止日を証明する資料、経営中止日に

おける証書貸付金取引履歴照会を添付） 

 

 

郵送 

別紙様式第７号の

１又は第７号の２ 

畜産特別資金貸付実行状況等異動報告書 

〃 の別添１ 資金貸付実行状況等異動表※ 

利子補給継続確認申請書 

２ 利子補給金の交付停止時点 

  上記の「畜産特別資金貸付実行状況等異動報告書」、「資金貸付実行状

況等異動表」に加え、「利子補給金の交付停止日の到来について」※を

提出する。 

※「利子補給継続確認申請書」及び「利子補給金の交付停止日の到来について」

の様式は「令和８年度畜産特別資金等に関する担当者会議資料」分冊３に掲

載。 

提出時期 ・融資機関は、経営中止等の異動が生じた都度、信農連等を経由して速や

かに異動報告書及び別添１の異動表等を会長あて提出、利子補給金額修

正分は利子補給請求書提出期限の３０日前までに中央畜産会に到着する

よう提出してください。 

・信農連等は融資機関報告を公文により会長あて提出してください。 
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３ 貸付実行状況等異動報告書の作成と提出 

（４）経営改善計画の承認取消 

項 目 内  容 

内 容 〔貸付実行状況等異動報告書の作成〕 

 経営改善計画の承認取消しがあった場合、貸付実行状況等異動報告書を

作成します。なお、異動日は計画の承認取消日の前日となります。 

 

留意事項 ・都道府県は、経営改善計画の承認取消を行うに当たり、審査委員会の意

見を聴取している場合は、畜産特別資金借入者承認取消報告書に当該委

員会の議事録を添付して会長あて提出してください。 

・融資機関が経営改善計画の承認取消よりも前に借入者に期限の利益を喪

失させている場合には、全額繰上償還請求期限（＝期限到来日）が異動

日となります。 

・融資機関は、都道府県から経営改善計画の承認取消の通知を受けた場合

には、畜産特別資金貸付実行状況等異動表の備考欄にその旨を記述して

会長あて提出してください。 

・融資機関は、経営改善計画の承認取消の理由を説明できる書類を整備し

ておくことに留意してください。 

報告様式・

報告方法 

【道府県⇒中央畜産会】 

様 式 様 式 名 方法 

別紙様式第５号

の１又は第５号 

の２ 

畜産特別資金借入者承認取消通知書 郵送 

 

【融資機関⇒（信農連等）⇒中央畜産会】 

様 式 様 式 名 方法 

別紙様式第７号

の１又は第７号 

の２ 

畜産特別資金貸付実行状況等異動報告書 

（承認取消内容がわかる資料として、稟議時等に

作成した資料など、既存資料の写しを添付。併せ

て、承認取消時点の貸付残高がわかる証書貸付金

取引履歴照会を添付） 

 

 

郵送 

〃 の別添１ 資金貸付実行状況等異動表 
 

提出時期 ・融資機関は、道府県から経営改善承認取消の連絡を受けた都度、信農連

等を経由して速やかに異動報告書及び別添１の異動表を会長あて提出、

利子補給金額修正分は利子補給請求書提出期限の３０日前までに中央畜

産会に到着するよう提出してください。 

・信農連等は融資機関報告を公文により会長あて提出してください。 
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３ 貸付実行状況等異動報告書の作成と提出 

（５）償還猶予等 

項 目 内  容 

内 容 

 

〔貸付実行状況等異動報告書・償還猶予等異動表の作成〕 

償還期限の延長や据置期間の延長、中間据置の設定といった償還猶予等

措置が講じられた場合、償還猶予等異動表を作成してください。 

 

留意事項 ・都道府県は、事前に借入者や融資機関から相談を受け、経営状況を確認

した上で、新規貸付と同様に、変更した経営改善計画等について融資機

関を通じて提出を受け、審査会を経て承認する必要があります。 

   

報告様式・

報告方法 

 

【融資機関⇒（信農連等）⇒中央畜産会】 

様 式 様 式 名 方法 

別紙様式第７号 

の１又は第７号 

の２ 

畜産特別資金貸付実行状況等異動報告書 

郵送 

〃 の別添６ 償還猶予等異動表 

信農連等進達参考 畜産特別資金貸付実行状況等異動報告書  
 

提出時期 ・融資機関は、道府県から経営改善計画承認の連絡を受けた都度、信農連

等を経由して速やかに異動報告書及び別添６の償還猶予等異動表を会長

あて提出、利子補給金額修正分は利子補給請求書提出期限の３０日前ま

でに中央畜産会に到着するよう提出してください。 

・信農連等は融資機関報告を公文により会長あて提出してください。 
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３ 貸付実行状況等異動報告書の作成と提出 

（６）融資機関合併等 

項 目 内  容 

内 容 〔貸付実行状況等異動報告書の作成〕 

・融資機関、畜特資金借入者に変更があった場合、貸付けの表示項目に関

するデータを変更する必要がありますので、変更の都度、当会に報告し

てください。特に、畜特資金借入者と利子補給対象者は常に整合してお

く必要があります。 

・報告様式と変更内容の目安は次のとおりです。 

報告様式 変更内容 

別紙様式第７号の１の

別添２又は第７号の２

の別添２ 

融資機関合併（畜特資金残高を継承）  

任意様式 〃 （被合併融資機関に残高無の場合） 

別紙様式第 7 号の１の

別添３又は第７号の２

の別添３ 

事業譲渡、債権譲渡等による融資機関コード

変更、当該変更に伴う借入者コード変更 

〃 の別添４ 経営移譲、組織変更等による借入者氏名の変

更、コード変更を伴う場合は別添５の報告も

必要 

〃 の別添５ 借入者のコード変更 
 

留意事項 〔参考〕 

・当会では畜産特別資金、畜産経営維持緊急支援資金、家畜飼料特別支援

資金、家畜疾病経営維持資金等畜産関係資金の融資機関、借入者等を共

通のデータベースにより、過去からのデータとリンクさせてデータを蓄

積・管理しています。このため、融資機関、借入者に関する変更につい

ては、当会に報告するようにしてください。 
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項 目 内  容 

報告様式・

報告方法 

 

様 式 様 式 名 方法 

別紙様式第７号 

の１又は第７号 

の２ 

畜産特別資金貸付実行状況等異動報告書 

郵送 

〃 の別添２ 合併に伴う利子補給契約の承認について 

（通知） 

〃 の別添３ 利子補給事業融資機関コード等変更入力 

票Ⅰ 

〃 の別添４ 資金貸付対象者氏名の変更について 

〃 の別添５ 貸付対象者氏名変更入力票Ⅰ 

信農連等進達参考 畜産特別資金貸付実行状況等異動報告書 
 

提出時期 ・融資機関は、合併、事業譲渡、債権譲渡等による融資機関コードを変更

した場合、畜特資金借入者が経営移譲、組織変更等により変更された場

合、信農連等を経由して速やかに異動報告書及び別添２から５の報告を

会長あて提出してください。 

・信農連等は融資機関報告を公文により会長あて提出してください。 
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４ 利子補給金請求書の作成と提出 

項 目 内  容 

内 容 〔利子補給金請求書の作成〕 

・利子補給金請求書は、畜産特別資金ごと（大家畜改善緊急支援資金、大

家畜特別支援資金、酪農・肉用牛担い手緊急支援資金等資金ごと）、請

求提出期限ごとに作成してください。 

・利子補給金請求書の作成に当たっては、中央畜産会から送付された利子

補給額計算書又は利子補給額異動修正計算書に基づき作成してくださ

い。 

 

留意事項 ・利子補給金の請求額に関連のある異動報告については、利子補給金の計

算対象期間の経過後３０日以内に当会が受理できるようにしてくださ

い。 

・なお、当会での受理が著しく遅延した異動報告書については、期間内で

の電算処理による修正が不可能なため、当該計算期間に係る異動前の利

子補給金を交付した後、修正処理を行うこととなり、この場合、返還金

を伴う異動処理になります。したがって、融資機関は、内部部署での連

絡・連携を行い、繰上償還・経営中止等の報告を的確に処理するととも

に、計算対象期間直後に全貸付対象者について残高確認、異動の有無、

報告漏れがないかを点検して当会あて適切な報告をしてください。 

・利子補給金請求書については、信農連等を経由する日数を考慮に入れて

提出期限までに提出してください。 

 

報告様

式・報告

方法 

 

様式 様式名 方法 

別紙様式第９号 

の１又は第９号 

の２ 

畜産特別資金利子補給金請求書  

 

 

 

 

 

郵送 

〃 の別添 利子補給金請求に係る事務チェック表 

別紙様式第１０号

の１又は第１０号 

の２ 

畜産特別資金約定償還額の償還状況報

告書 

別紙様式第１５号

の１又は第１５号 

の２ 

畜産特別資金利子補給金請求書 

（委託機関用） 

 注：畜産特別資金約定償還額の償還状況報告書は次の５参照 

提出時期 ・融資機関は、〔別紙〕利子補給金請求書提出時期一覧表にある期日まで

に信農連等を経由して会長あて提出してください。 
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項 目 内  容 

・なお、異動報告については、異動が生じた都度、速やかに異動報告等を

信農連等経由して会長あて提出、利子補給金額修正分は利子補給請求書

提出期限の３０日前までに中央畜産会に到着するよう提出してくださ

い。 

（異動報告については、３の（１）から（６）参照） 

・信農連等は融資機関報告を公文により会長あて提出してください。 
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５ 約定償還額の償還状況報告書の作成と提出 

項 目 内  容 

内  容 〔畜産特別資金（○○資金）約定償還額の償還状況報告書の作成〕 

・本報告書は、当該年度の期末（約定償還日）に貸付残高のある借入者に

ついて貸付年度別に纏めて作成してください。 

・当期約定償還額欄には、当該年度に約定されている償還額を延滞の有無

に関係なく記入してください。なお、据置期間中は０と記入してくださ

い。 

・うち期中延滞欄には、約定償還額が約定償還日に入金されずに延滞して

いるものについて、その該当者数と延滞約定償還額（＝当期発生延滞

額）を記入してください。 

・期末延滞欄には、当該年度の期末（約定償還日）における貸付当初から

累積している延滞について、その該当者数と延滞額（元本）を記入しま

す。累積した延滞額を計上しますので当期発生分も含めて計上すること

に留意してください。 

・期中の受入代弁額欄には、当該年度の１年間（利子補給金の計算期間）

に農協等が農業信用基金協会等の保証機関から受け入れた代弁額を記入

してください。 

 

留意事項 ・畜産特別資金借入者で、延滞者、新規発生延滞者については、延滞理

由、改善の見通し、償還見込みなどを把握して指導するように取り組ん

でください。 
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６ 事業実績報告書の作成と提出 

項 目 内  容 

内  容 〔信農連等の事業実績報告書の作成〕 

・融資実績については、融資機関から提出された貸付実行報告書により取

り纏めて作成します。 

・利子補給実績については、融資機関から提出された利子補給金請求書、

融資機関別利子補給金支払調書等により取り纏めて作成します。 

 

留意事項 ・貸付実績報告書（※）は大家畜と養豚を別葉に作成してください。 

・利子補給金実績報告については、融資機関に対する支払業務に使用した

出力帳票等（振込一覧電算帳票等）を添付してください。 

 

申請様式・

申請方法 

 

様 式 様式名 方法 

別紙様式第１１号

の１又は第１１号 

の２ 

畜産特別資金利子補給事業実績報告書 郵送 

〃 の別表－１ 令和 年度畜産特別資金貸付実績報告書※ 

〃 の別表－２ 令和 年度畜産特別資金利子補給金実績報告

書（融資機関への支払時の振込一覧電算帳票等を

添付） 
 

提出時期等 ・当該年度に実施した融資及び利子補給の実績を翌年度の４月１０日まで

に会長あて提出してください。 
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７ 帳簿等の整備保管 

項 目 内  容 

内  容 〔帳簿等の整備保管〕 

・融資機関は、利子補給契約書、借入申込書、改善計画の承認・承認の取

消に係る書面、貸付元帳、個人口座への振込・現金払を証する書面、利

子補給金の請求及び受領に関する帳票類を利子補給事業の最終年度の翌

年度から起算して５年間整備保管してください。 
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注：１ 繰上償還、経営中止、融資機関変更・貸付対象者変更に係る変更はその都度提出してください。

　　２ 大家畜・養豚特別支援資金又は酪農・肉用牛担い手緊急支援資金の貸付を新規に行う融資機関の場合、利子補給契約の

　　　申込みを貸付実行前にする必要があります。

　　　します。　　　

12

【１１月貸付】
貸付実行報告書
上乗せ利子補給率等内訳書
提出（末日まで）

1
【１１月貸付】
償還計画額等の通知

【１１月約定分】
利子補給金請求書
償還状況報告書　提出
（末日まで）

2
【２月末日】
第４次貸付

【１２月型】
利子補給金請求書
償還状況報告書　提出
（末日まで）

3

【２月貸付】
貸付実行報告書
上乗せ利子補給率等内訳書
提出（末日まで）

【１１月約定分】
交付決定・利子補給金交付

【１２月約定分】利子補給金請求書、
償還状況報告書　提出（末日まで）

【１２月型】
交付決定・利子補給金交付

【１２月約定分】
交付決定・利子補給金交付

11
【１１月末日】
第３次貸付

【８月約定分】
交付決定・利子補給金交付

10
【８月貸付】
償還計画額等の通知

【８月約定分】
利子補給金請求書
償還状況報告書　提出
（末日まで）

8
【８月末日】
第２次貸付

【５月約定分】
交付決定・利子補給金交付

9

【５月貸付】
貸付実行報告書
上乗せ利子補給率等内訳書
提出（末日まで）

【２、３月約定分】
交付決定・利子補給金交付

7
【５月貸付】
償還計画額等の通知

【５月約定分】
利子補給金請求書
償還状況報告書　提出
（末日まで）

　　３ 貸付があることを前提に提出期限を設定しています。また、請求期限を細分する必要が生じた場合、設定時に追加

８　利子補給業務に係る年間スケジュール【目安】

月
大家畜・養豚特別支援資金、

酪農・肉用牛担い手緊急支援資金
貸付実行

利子補給請求

応当日型 １２月型

4

【２月約定分】
利子補給金請求書
償還状況報告書　提出
（末日まで）

5
【５月末日】
第１次貸付

【３月約定分】
利子補給金請求書
償還状況報告書　提出
（末日まで）

6
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《別紙》

12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型

□

注２

（注）１　灰色網掛け部分は新規貸付なし又は貸付残高なしの状況を示す。　

　　　２　約定償還日を１１月に設定している県（宮城県）のみが該当する。

利子補給金請求書の提出時期一覧表

第2次
平成14年度貸付年度

令和９年
２月末

令和９年
１月末

令和８年
５月末

資 金 名

利子補給の型

貸付年・月

請
求
書
の
提
出
期
限

令和９年
５月末

○

平成13年度

第1次

平成14年2～3月

□

平成14年12月 平成15年12月 平成16年11月 平成17年11月

○

平成13年11月

平成18年度

大家畜経営改善支援資金

平成19年度

第2次
平成16年度平成15年度 平成17年度

□

□

○

□

○○

第1次

平成19年11月平成18年11月 平成20年3月

○
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12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型

12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型

□

□

□

□

○

平成24年2月

○

□

□

□

○

平成21年11月

貸付年度

貸付年・月

資 金 名

平成22年度平成21年度

資 金 名

令和８年
７月末

令和９年
５月末

令和９年
１月末

□

利子補給の型

□

令和９年
４月末

請
求
書
の
提
出
期
限

令和９年
２月末

令和８年
５月末

令和８年
４月末

平成23年5月 平成23年11月

平成20年12月 平成21年6月 平成22年11月 平成23年5月

平成20年度

平成24年度

平成25年3月貸付年・月 平成20年12月 平成21年6月 平成21年11月

利子補給の型

貸付年度

令和８年
７月末

令和９年
７月末

請
求
書
の
提
出
期
限

令和９年
２月末

令和９年
１月末

平成20年度 平成21年度 平成22年度

平成22年5月 平成22年11月

養豚特別支援資金（平成20～24年度）

平成24年5月 平成24年11月

平成23年度 平成24年度

大家畜特別支援資金（平成20～24年度年度）

平成23年度

平成24年11月平成24年5月

○

□

○ ○

平成24年2月平成23年11月平成22年5月

□

○○

平成25年3月
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12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型

12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型

利子補給の型

令和７年
７月末

令和８年
１月末

利子補給の型

令和８年
７月末

平成29年11月平成27年11月 平成28年5月

○ ○

平成28年11月 平成29年5月

○

貸付年・月

□

請
求
書
の
提
出
期
限

令和７年
７月末

令和８年
１月末

□

□

□

□

令和８年
２月末

○

令和８年
７月末

平成27年5月

平成28年度

請
求
書
の
提
出
期
限

令和８年
２月末

平成26年11月

資 金 名

貸付年度 平成25年度 平成26年度

養豚特別支援資金（新）（平成25～29年度）

○

貸付年・月

資 金 名

貸付年度

大家畜特別支援資金（新）（平成25～29年度）

平成28年度 平成29年度

平成29年11月平成26年5月 平成26年11月

平成29年度

○

平成27年度

平成25年度 平成26年度

平成27年5月

平成27年度

平成25年5月 平成25年11月 平成26年5月

平成29年5月平成27年11月 平成28年5月平成25年5月 平成25年11月 平成28年11月

□

○

□

○
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12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型

12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型

□

○

□

□

○

□

令和８年
４月末

令和９年
２月末

平成25年8月 平成25年11月 平成26年2月

平成25年度

平成26年5月平成25年5月 平成26年11月

□

○

□

○

平成26年8月

□

□

○

□

□

平成27年8月

□

令和９年
１月末

利子補給の型

請
求
書
の
提
出
期
限

令和８年
７月末

令和８年
10月末

資 金 名

貸付年度

貸付年・月

令和９年
４月末

改善緊急支援資金（１）（平成25～26年度）

平成26年度

平成27年2月

○

利子補給の型

請
求
書
の
提
出
期
限

令和８年
４月末

資 金 名

貸付年度 平成27年度

貸付年・月 平成27年5月 平成27年11月 平成28年2月

□

令和８年
７月末

□

改善緊急支援資金（２）（平成27年度）

令和８年
10月末

令和９年
２月末

○

令和９年
４月末

令和９年
１月末
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12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型

12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型

□

令和８年
４月末

資 金 名

請
求
書
の
提
出
期
限

利子補給の型

令和９年
７月末

令和９年
３月末

令和９年
２月末

利子補給の型

令和８年
７月末

令和９年
１月末

令和９年
２月末

令和９年
４月末

令和９年
３月末

令和９年
４月末

□

令和2年12月 令和3年1月

〇 ○

令和2年5月

令和元年度

令和元年11月

□

令和2年度

大家畜特別支援資金（改）（平成30～令和4年度）資 金 名

貸付年度 平成30年度

貸付年・月 平成30年5月 平成30年11月

令和2年12月 令和3年1月 令和3年2月令和元年5月

□

令和2年11月令和2年5月

令和3年2月

平成30年度

□

令和元年11月

○

□

□ □

令和元年5月

○

令和2年11月

□

平成30年5月 平成30年11月

貸付年度

貸付年・月

令和９年
７月末

令和2年度

養豚特別支援資金（改）（平成30～令和4年度）

○

□

令和８年
７月末

令和９年
１月末

令和８年
４月末

請
求
書
の
提
出
期
限

令和元年度



41 

 

 

12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型

12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型

貸付年度 令和3年度

□

利子補給の型

令和８年
7月末

□

令和９年
1月末

□ □

貸付年・月

大家畜特別支援資金（改）（平成30～令和4年度）

令和4年度

令和3年5月 令和3年11月 令和4年5月

請
求
書
の
提
出
期
限

令和９年
4月末

令和９年
7月末

□

養豚特別支援資金（改）（平成30～令和4年度）

令和９年
3月末

令和９年
2月末

○ ○

令和９年
4月末

令和９年
7月末

□

令和９年
2月末

令和９年
1月末

令和９年
3月末

令和4年度

□

利子補給の型

令和８年
7月末

□

資 金 名

貸付年度 令和3年度

貸付年・月 令和3年5月 令和3年11月 令和4年5月 令和4年11月 令和5年2月

令和８年
４月末

資 金 名

令和4年11月 令和5年2月

令和８年
４月末

請
求
書
の
提
出
期
限
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12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型

12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型

令和９年
４月末

□

令和７年２月

養豚特別支援資金（令和5～令和9年度）、酪農・肉用牛担い手緊急支援資金（令和７年度創設）

令和6年度

令和７年５月 令和７年８月 令和７年11月 令和８年２月

□

令和７年度

令和6年5月 令和6年11月

○○

□

□

□

令和７年２月

令和6年度 令和７年度

大家畜特別支援資金（令和5～令和9年度）、酪農・肉用牛担い手緊急支援資金（令和７年度創設）

令和７年５月 令和７年８月 令和７年11月 令和８年２月

○

令和6年5月 令和6年11月

○ ○

請
求
書
の
提
出
期
限

令和８年
7月末

令和９年
1月末

令和９年
2月末

令和９年
7月末

令和5年度

令和5年5月 令和5年11月

利子補給の型

請
求
書
の
提
出
期
限

令和８年
7月末

令和９年
1月末

令和９年
2月末

令和９年
7月末

貸付年・月

資 金 名

貸付年度

利子補給の型

令和5年度

□

令和８年
10月末

令和5年5月 令和5年11月

資 金 名

貸付年度

貸付年・月
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12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型

12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型 12月型 応当日型

令和９年
４月末

令和８年度

◌

大家畜特別支援資金（令和5～令和9年度）、酪農・肉用牛担い手緊急支援資金（令和７年度創設）

養豚特別支援資金（令和5～令和9年度）、酪農・肉用牛担い手緊急支援資金（令和７年度創設）

利子補給の型

請
求
書
の
提
出
期
限

令和８年
7月末

令和９年
1月末

令和９年
2月末

令和９年
7月末

貸付年・月 令和８年５月 令和８年８月 令和８年11月 令和９年２月

令和９年
7月末

資 金 名

貸付年度

令和８年８月 令和８年11月 令和９年２月

利子補給の型

貸付年・月 令和８年５月

資 金 名

貸付年度

令和８年
7月末

令和９年
1月末

令和９年
2月末

請
求
書
の
提
出
期
限

令和８年度

◌

令和８年
10月末
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９ 利子補給実務上のＦＡＱ 

～信農連等からの照会等より～ 

 

Ｑ１ 

 大家畜特別支援資金借入者Ａ （肉専繁殖）が死亡したことに伴い、弟のＢ（自己の

肉用牛経営を営む）が経営を引き継ぎました。弟のＢは連帯保証人であり、今回、主債

務者になるものです。 

 この場合、利子補給の取扱いについて、利子補給を継続して受けられるのでしょう

か。 

（補足） 

 なお、Ａの両親は他界しＢのほかに兄弟はいないことから、Ｂが資産（土地・建

物）、負債を相続して肉用牛経営を引き継いで行うものです。 

 

 

（Ａ１） 

 経営を引き継いで肉用牛経営を営んでいきますので、利子補給を継続して受けられま

す。 

 具体的な手続きについては、経営移譲等による貸付対象者氏名の変更により処理するこ

とから、別紙様式第７号の１の別添４「○○資金貸付対象者氏名の変更について」を提出

してください。 

 なお、経営を引き継いで氏名変更する場合の貸付対象者コードは、移譲者の貸付対象者

コードを引継ぎ使用することが原則となります。 
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Ｑ２ 

 既往畜産特別資金を新たな畜産特別資金（大家畜・養豚特別支援資金）で借り換える

場合、繰上償還による異動発生日、償還額はどのようにするのでしょうか。 

（単位；千円） 

貸付実行日 貸付実行額 期首貸付残高 約定日 備  考 

H24.11.30 100,000 50,000 11.29 R8.11.30 に借換え 

R8.11.30 80,000 - 11.29  

注１ H24.11.30 貸付の条件は 3 年据置後 20 回払、毎年約定償還額は 5,000 千円。 

 ２ R8.11.30 の貸付実行額は本件以外の借換分も含む。 

 

 

（Ａ２） 

 貸付実行等異動表の異動修正の発生期日 

（１）実際に旧畜産特別資金（H24.11.30 貸付実行分）の繰上償還は貸付実行日である

R8.11.30 ですが、利子補給金計算は約定償還日まで、また、新規貸付については貸

付実行日からとなるため、当会に報告する貸付実行等異動表の異動修正の発生年月日

は、R8.11.29 となります。 

（２）また、異動修正欄の繰上償還額は 45,000 千円〔＝（期首残高 50,000 千円）－

（R8.11.29 約定償還額 5,000 千円）〕となります。 
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Ｑ３ 

 代弁履行がなされた場合の異動報告について説明してください。 

 

 

（Ａ３） 

 代弁には、約定代弁と一括代弁と呼ばれる二通りがあります。 

 約定代弁は約定償還日が到来し、約定償還額の全部又は一部が延滞した場合に当該延滞

分について履行されるものです。この場合には、翌年度以降の約定償還分についてはその

ままです。 

 また、一括代弁は借入者に対する債権額全額を対象に繰上償還請求を行い、期限の利益

を喪失させた上で、返済されなかった残債務全額について履行されるものです。 

 

 別紙様式第７号の１又は第 7 号の２の別添１「資金貸付実行状況等異動表」は、別紙様

式第４号の１又は第４号の２の別添の償還計画額や利子補給額に異動が生じた場合に提出

してもらうものです。したがって、約定代弁は、異動報告の対象にはなりません。畜産特

別資金については、約定償還日に借入者から償還されていない場合も、約定償還日に償還

されたものとして利子補給金を算出することとしているからです。 

 一括代弁の場合、期限の利益を喪失させますので、期限の利益喪失日が異動日となり、

異動日時点の貸付残高（約定残高）が異動額となります。 
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Ｑ４ 

 貸付実行報告書及び繰上償還、経営中止に伴う異動報告を提出した後に貴会から送付

される「融資機関別償還計画額・利子補給額（異動修正）計算書」の保管・保存期間は

どのように考えるのでしょうか。残高を突合しながら管理している場合、直近の計算書

を保管していれば、それまでの計算書は保管しなくてもよいでしょうか。 

 

 

（Ａ４） 

 畜産特別資金利子補給事業に係る書類の保管は、「要領」で規定されています。その具

体的取扱いは以下のとおりです。 

 「融資機関別償還計画額・利子補給額（異動修正）計算書」は整備保管すべき証拠書類

ではありませんが、「利子補給金の請求及び受領に係る帳票類」の金額のもととなるもの

ですので、最低限、直近の「融資機関別償還計画額・利子補給額（異動修正）計算書」を

保管しておくことは必要です。 

 なお、貸付元帳は償還・利子補給金受領状況がわかるようにしておくことが肝要です。 

 また、直近ではない「融資機関別償還計画額・利子補給額（異動修正）計算書」を処分

する際、個人情報が入ったものですので、処理は切断処分するなどに留意する必要があり

ます。 
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Ｑ５ 

 大家畜特別支援資金貸付先Ａは、令和７年度の約定償還金の返済が困難な旨、償還期

間の中間据置の設定が可能か融資機関に照会があった。その対応の有無はどのようにな

るのでしょうか。 

 

１ 債権内容                         （単位；千円） 

貸付実行日 貸付実行額 期首貸付残高 約定日 備  考 

H27.11.30 50,000 37,500  11.29 
償還期限：R22.11.29 

貸付区分：特認 

 

２ 照会内容 

 償還期間 25 年（うち据置期間 5 年）で借り入れたものを、償還期間 30 年に延長する

ことの可否。 

 

 

（Ａ５） 

   要綱に定められた償還期間は 25 年（うち据置期間 5 年）以内となっているので、延

長することはできません。 

   新たに、畜産特別資金の借入れを検討することも対策の一つと考えます。  

 

 

Ｑ５－２ 

 償還期間に余裕がある場合は、償還緩和できるのでしょうか。 

（例）貸付区分：特認 償還期間：25 年以内に対し、22 年を設定 

 

 

（Ａ５－２） 

  農業近代化資金と同様に対応できます。その場合、経営状況を確認し、経営改善計画

（変更計画）を作成し、審査会での審査で計画可能と判断したものについて、県知事

が承認する必要があります。  

  経営改善計画・利子補給額に直結することになりますので、新規の承認・貸付と同様

に対応する必要があると考えてください。  

  



49 

 

Ｑ６ 

 大家畜特別支援資金令和７年度第２次貸付にあたり、融資機関Ａ傘下の貸付者Ｂに

対する償還回数を誤って報告していたことが判明した。報告はどのようにすればよい

か。 

 

○償還回数 

本会貸付実行報告  15 年（据置２年） 

融資機関償還計画表 14 年（据置２年） 

 

（Ａ６） 

貸付実行修正の処理の概要は以下のとおりです。 

（１）融資機関Ａ→信農連等→本会の書類の流れ 

貸付実行修正報告を次のとおり提出してください（「畜産特別資金利子補給事業に

係る利子補給金請求等の記載例」（平成 27 年度版）の記載例５を参考に作成してくだ

さい。）。 

  〔融資機関〕 

ア （様式第３号の１）畜産特別資金貸付実行状況報告書（修正報告） 

イ （様式第３号の１の別表１）貸付対象者別貸付実行表 

ウ （様式第３号の１の別表２）生産者団体等の上乗せ利子補給率内訳表 

エ 返済計画表（融資機関の貸付実行時） 

オ 貸付実行修正が判明した経緯、要因及び再発防止策を記した融資機関代表者か

ら当会会長あての公文 

  〔信農連等〕 

○（様式第１４号の１）「畜産特別資金貸付実行報告書（修正報告）の送付につい

て」を提出してください。 

 

（２）本会→信農連等→融資機関の書類の流れ 

 当会は、（１）の報告により、貴会を通じ、修正した償還計画額・利子補給額計算

書を送付するとともに、既に利子補給の支払いが行われていれば、過払いとなった利

子補給金相当額の返還請求を行います。 

 なお、返還日は、信農連等を通じて融資機関と調整のうえ、本会に報告してくださ

い。返還日の報告を受けて、本会より過払い分の利子補給金相当額の返還請求を行い

ます。 

   また、利子補給金相当額の返還は、融資機関から本会に直接振り込むこととなるこ

とを融資機関にお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 


